
一定期間、サービスを利用し 

１ご本人の利用意向の確認 

２サービスが適切かどうかを確認後  

評価項目に沿った個別支援計画

を作成しその結果をふまえ、本

支給決定が行われます。 

支給決定〔市⇒申請者〕 

障害福祉サービスの概要 

障害福祉サービスは、「介護給付」「訓練等給付」「障害児支援」があります。 

「介護給付」や「訓練等給付」を利用するには、申請をして、所要の調査を実施したあと、障害
支援区分の認定もしくは判定を経て、支給決定を受ける必要があります。 
「障害児支援」については障害支援区分の認定や判定は不要で、調査を実施し、支給決定を受け

るようになります。 
「介護給付」「訓練等給付」「障害児支援」いずれの支給決定においても、相談支援事業所がサー

ビスを利用したい人とともに作成した「サービス等利用計画（案）」や「障害児支援利用計画（案）」
が必要ですので、まず相談支援事業所か社会福祉課までご相談ください。 

○支給決定までの流れ 

 
 
 

 

 

利 用 申 請（申請者⇒市） 
  介護給付を希望する場合                訓練等給付を希望する場合 

 

 障害支援区分の一次判定〔市〕 
  （調査結果により判定） 

                                障害者の心身の状況を判定 

                                するため、80 項目の調査 

  医師意見書   二次判定〔審査会〕             を行います 

 

 

 

障害支援区分の認定〔市〕 
  区分１～６の認定 

が行われます 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

                            

                           

 

相談支援事業所又は社会福祉課に相談 

相談支援事業所による 
・サービス利用意向の聴き取り 
・サービス利用計画案の作成 

訓練・就労評価項目 
↓ 

個別支援計画 

審査会の意見聴取 

暫定支給決定〔市〕 

 


